
 
平成２７年８月２６日 

 

疑 義 回 答 書 
 
下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて，回答いたします。 

工事番号・工事名 東土第４１号 ３・４・１５７亀田中央線迂回路整備工事 

疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目） 

 施工第 0-0030 号内訳表の材料費は“溝形鋼（大形）（販売）無規格 300”となって

います。また、登録単価逐次入力データ一覧表の第 0-0028 号も同様の名称規格にな

っています。この内訳表通りに積算すると、添付資料に記載した金額になります。 
公表された予定価格は施工第 0-0030 号内訳表に明示された規格と異なる単価で入

力されていると思われます。 
ご確認お願い致します。 
 
 
 
 
 
 

回        答 

 一部表記にわかりにくい部分がありましたが，施工第 0-0028 号内訳表の表記のと

おり，施工第 0-0030 号内訳表の材料費は“形鋼（大形）規格エキストラ SS400”
の金額を入力しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 


